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 （名称） 

第１条 本会は、東北学術研究インターネットコミュニティ（英文名 Tohoku Open Internet 

Community、略称 TOPIC、以下「TOPIC」という。）と称する。 

 

 （目的） 

第２条 TOPIC は、東北地区において学術研究・教育活動を支援するコンピュータネット

ワーク環境の発展に貢献することを目的とする。 

 

  （事業） 

第３条 TOPIC は、前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。 

  (1)  東北地方の学術研究分野におけるインターネット利用に関する教育・啓発活動 

(2) 東北地方の学術研究分野に関する情報の収集および提供サービス 

(3) TOPIC の活動に関する広報活動 

(4) 学術研究ネットワークの運用に伴う問題に関する検討 

(5) ネットワークの運用に関する技術的支援 

(6) ドメイン名に関する手続き・調整 

(7) インターネットコミュニティの活動への参加 

(8) インターネットに関する情報の収集および提供サービス 

(9) 以上を実施するために必要な諸業務 

 

（参加資格） 

第４条 TOPIC に参加できる機関は、次の各号に掲げる機関とする。 

 (1) 東北地区における大学及び高等専門学校  

 (2) 東北地区における国又は地方公共団体に設置されている学術研究機関 

 (3) 前各号に掲げる以外の機関で、代表者が適当と認めた機関 



  

（参加申請） 

第５条 TOPIC に参加しようとする機関は、別に定める「参加申請書」を代表者に提出す 

るものとする。 

 

（許可） 

第６条 代表者は、前条の参加申請が、会則第４条各号に掲げる機関に該当すると認めた 

ときは TOPIC への参加を許可するものとする。 

２ 前項により、TOPIC への参加を認められた機関は，TOPIC 会員（以下「会員」 

という。）とする。 

 

 （会員） 

第７条  TOPIC は、前条に規定する機関のうち、東北学術研究インターネットコミュニテ

ィ憲章に賛同し、別に定める手続きにより参加を認められた機関（以下「会員」という。）

をもって組織する。 

２ 会員は、会費を納入しなければならない。 

３ 会費の額は、別に定める。 

  

 （参加責任者）  

第８条 会員に、参加責任者を置く。 

２ 参加責任者は、当該会員の参加について責任を有する者をもって充てる。 

 

 （連絡担当者） 

第９条  会員に、連絡担当者を置く。 

２ 連絡担当者は、TOPIC との連絡調整に当たる。 

 

 （連絡調整部） 

第１０条 TOPIC に連絡調整部を置く。 

２ 連絡調整部は、TOPIC と当該会員の連絡調整に当たる。 

３ 連絡調整部は、連絡担当者で組織する。 

４ 連絡調整部に主査及び若干人の幹事を置き、委員の互選によって定める。 

５ 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

６ 主査は、連絡調整部の業務を総括する。 

 

  （技術部） 

第１１条 TOPIC に技術部を置く。 



２ 技術部は、ネットワーク環境に関する技術的問題について調査検討を行う。 

３ 技術部は、会員から推薦された技術担当者で組織する。 

４ 技術部に主査及び若干人の幹事を置き、委員の互選によって定める。 

５ 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

６ 主査は、技術部の業務を総括する。 

 

 （幹事会） 

第１２条 TOPIC に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、代表者を補佐し、TOPIC の運営管理に関する事項について調査検討する。 

３ 幹事会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 連絡調整部及び技術部の主査  

 (2)  連絡調整部及び技術部の幹事 

 (3)  事務局 若干人 

４ 幹事会の委員は、代表者が委嘱する。 

５ 幹事会に幹事長を置き、委員の互選によって定める。 

６ 幹事長は、会務を総括する。 

 

 （代表者） 

第１３条 TOPIC に、代表者を置く。 

２ 代表者は、東北大学サイバーサイエンスセンター長をもって充てる。 

３  代表者に事故があるときは、代表者があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。 

４ 代表者は、TOPIC の業務を掌理する。 

 

 （会計監事） 

第１４条 TOPIC に、会計監事を置く。 

２ 会計監事は、総会において選出する。 

３ 会計監事は、TOPIC の会計の状況を監査する。 

 

（NOC） 

第１５条 TOPIC に、NOC を置くことができる。 

２ NOC は、その地域（概ね県単位）での TOPIC 活動を行う。 

 

 （総会） 

第１６条 代表者は、TOPIC の組織、予算その他運営に関する重要な事項を審議するため、

総会を開催しその議長となる。 

２ 総会は、原則として年１回会計年度終了後３ヶ月以内に開催するものとする。ただし、



必要に応じて臨時に開催することができる。 

３ 総会の招集は、会議の少なくとも１０日前までに書面（電子メールを含む）をもって

通知する。 

４ 軽微な事項又は緊急な事項については、前２項の規定にかかわらず、書面（電子メー

ルを含む）によって会議を開催することができる。 

５ 総会は、代表者及び次の各号に掲げる者で組織する。 

 (1) 参加責任者 

 (2) 連絡調整部及び技術部の主査 

６ 総会は、次の事項について審議する。 

 (1)  事業計画及び事業報告に関すること  

 (2) TOPIC への加入及び脱退に関すること 

 (3) 会費に関すること   

 (4) 予算及び決算に関すること 

 (5)  規程等の改廃に関すること 

 (6) その他 TOPIC の運営管理に関する重要な事項 

７ 総会は、代表者及び構成員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することがで

きない。ただし、書面等で他の出席者に委任した者は、出席とみなす。 

８ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

 

 （構成員以外の者の出席） 

第１７条 総会、連絡調整部、技術部及び幹事会は、必要があると認めるときは構成員以

外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。 

 

 （会員の責務） 

第１８条 会員は、本会則及び総会で別に定める規程等を遵守し、TOPIC の円滑な運用を

妨げないよう良識をもって参加しなければならない。 

 

  （除名） 

第１９条 会員が次の各号に定める事項に該当するときは、総会の議決を経てその機関を

除名することができる。 

 (1) TOPIC の名誉を傷つけ、又は TOPIC の目的に反する行為を行ったとき 

 (2) TOPIC の会員としての義務に違反したとき     

 (3) 会費を１年以上滞納したとき          

 

 （運営費） 



第２０条 TOPIC の運営に必要な経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 

 

 （会計） 

第２１条 TOPIC の予算は、毎会計年度開始前に事務局で予算案を作成し、幹事会の議を

経て、総会において承認を得るものとする。 

２ TOPIC の決算は、会計監事の監査を経て、総会において承認を得るものとする。 

３ TOPIC の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

 （事務） 

第２２条 TOPIC の事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局の所在地は、東北大学サイバーサイエンスセンター内とする。  

３ 事務局は、TOPIC の事務に関する次の業務を行う。 

 (1) 総会に関すること              

 (2) 会計に関すること 

  (3) 他のネットワーク運用組織との連絡調整に関すること 

  (4) その他 TOPIC の事務に関すること 

 

 （報酬） 

第２３条 代表者、会計監事、その他 TOPIC の運営管理に関与する者は無給とする。 

 

 （雑則） 

第２４条 この会則に定めるもののほか、TOPIC の運用に関し必要な事項は、総会の議を

経て代表者が定める。 

 

     附 則 

１ この会則は、平成８年５月３０日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 

２ 東北学術研究インターネット会則（平成４年１２月２２日制定）は、廃止する。 

    附 則（平成１２年５月１８日改正） 

  この会則は平成３０年４月１日から施行する。 

    附 則（平成２０年４月 １日改正） 

  この会則は平成２０年４月１日から施行する。 

    附 則（平成３０年４月２４日改正） 

  この会則は平成３０年４月２４日から施行する。 

    附 則（２０２６年３月３日改正） 

  この会則は２０２６年３月 ３日から施行する。 

 


